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船舶事故調査報告書 

 

平成２７年６月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決               

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成２６年９月１８日 １５時１１分ごろ 

発生場所 沖縄県今帰仁
な き じ ん

村運
うん

天
てん

大浜ビーチ地先 

古宇
こ う

利
り

島灯台から真方位２２８°２,５５０ｍ付近   

（概位 北緯２６°４１.７０′ 東経１２７°５９.５２′） 

事故調査の経過  平成２６年１２月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（那

覇事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ Blue
ブ ル ー

 Monster
モ ン ス タ ー

 ２５６６、０.１トン 

 ２３２－３８８５０沖縄、個人所有 

 ２.８９ｍ（Lr）×１.１０ｍ×０.４６ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１０３.９０kＷ、平成１９年５月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４７歳      

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２０年１１月２７日 

  免許証交付日 平成２５年５月２３日 

          （平成３０年１１月２６日まで有効） 

搭乗者Ａ 男性 ２６歳 

 死傷者等 重傷 １人（搭乗者Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、レジャー客（以下「搭乗者」とい

う。）５人が乗ったバナナボートをえい
．．

航し、平成２６年９月１８日

１４時４０分ごろ、大浜ビーチを沖に向けて発進し、遊走を開始し

た。 

船長は、バナナボートが遊走時間の終了間際に４回目の横転をした

際、これ以上の横転を怖がった女性の搭乗者１人を本船に乗り移らせ

た後、約３５km/h の速力で帰途についた。 

船長は、本船のバックミラーにより、直進中に見えないはずのバナ

ナボートの先端部分が見えたので、速力を約１０km/h に減速した１５

時１１分ごろバナナボートが横転して搭乗者４人が海面に投げ出され

た。 

船長は、搭乗者Ａが左腕を脱臼
だっきゅう

したと訴えたので、女性の搭乗者
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に代わって搭乗者Ａを後部座席に乗せ、ゆっくりとした速力で大浜ビ

ーチに向かった。 

搭乗者Ａは、病院で左上腕骨骨幹部骨折と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

船長が勤務する店は、マリンスポーツを体験させる事業を営んでい

た。 

船長は、観光客等にマリンスポーツを体験させる仕事に就いて約６

年であり、これまでに搭乗者が負傷したことはなく、また、バナナボ

ートが何度も横転したことは初めてであった。 

女性の搭乗者を除く搭乗者４人は、大浜ビーチにある飲食店でバー

ベキューをし、搭乗者３人が飲酒をしたが、搭乗者Ａは飲酒をしなか

った。 

船長は、遊走に出発する前、搭乗者の様子から少し飲酒をしている

と感じたが、遊走を断るほどではないと思った。 

バナナボートは、長さ５.００ｍ、最大幅１.４５ｍの５人乗り用で

あり、えい
．．

航ロープの長さは、本船船尾からバナナボート先端まで約

８ｍであった。 

船長は、搭乗者に対して取っ手をしっかりと握ること、ふざけて足

を投げ出さないことなどの注意事項を説明してから発進した。 

船長は、増速及び旋回をする際、搭乗者に対して左腕で合図を送っ

ていた。 

船長及び搭乗者は、救命胴衣を着用し、搭乗者Ａは、本事故時、最

後部（４番目）の座席に座っていた。 

搭乗者Ａは、バナナボートが、度々、転覆するので、遊走が少しで

も早く終わってほしいと思いながら、懸命に取っ手を握っていたの

で、前方に座っていた搭乗者３人の様子について覚えていなかった。 

船長は、本事故後、横転の原因は、搭乗者がバランスを崩す体勢を

とったためではないかと思った。 

（写真１、写真２参照） 

        

                   

      

 

 

写真１ 本船 

 

 

写真２ バナナボート 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

バナナボートは、大浜ビーチ沖において、本船に引かれて遊走中、

横転したことから、搭乗者Ａが海面に投げ出されて負傷したものと考

えられる。 

バナナボートは、搭乗者がバランスを崩したことから、横転した可

能性があると考えられる。 

原因 本事故は、バナナボートが、大浜ビーチ沖において、本船に引かれ

て遊走中、横転したため、搭乗者Ａが海面に投げ出されたことにより

発生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・安全に遊走ができるか疑念を生じたときは、遊走を中止すること

が望ましい。 

 

              付図１ 事故発生場所概略図 

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   事故発生場所 

（平成２６年９月１８日 

１５時１１分ごろ発生） 

大浜ビーチ 

運天 

古宇利島 
大浜ビーチ 


